
日
刊
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
休
日
休
刊
）

目
　
　
　
　
録

三九〇
指
定
管
理
者
の
指
定
�
�
�
�
�
�
��

�
�（
環
境
局
自
然
環
境
部
緑
環
境
課
）

四

一
53

１

三九一
指
定
管
理
者
の
指
定
�
�
�
�
�
�
��

�
�
�（
港
湾
局
港
湾
経
営
部
経
営
課
）

四

一
53

１

三九二
都
税
に
係
る
徴
収
金
の
収
納
委
託
�
��

�
�
�（
主
税
局
徴
収
部
徴
収
指
導
課
）

四

一
54

１

三九三
東
京
都
太
田
記
念
館
の
個
室
利
用
料
の

徴
収
委
託
�
�
�
�
�
�
�
（
生
活
文�

化
局
都
民
生
活
部
地
域
活
動
推
進
課
）

四

一
54

２

三九四
旅
券
法
関
係
手
数
料
条
例
に
よ
る
手
数

料
の
徴
収
委
託
�
�
�
�
�
�
�
�
��

�（
生
活
文
化
局
都
民
生
活
部
旅
券
課
）

四

一
54

２

三九五
東
京
都
育
英
資
金
貸
付
条
例
に
よ
る
返

還
金
の
収
納
委
託
�
�
�
�
�
�
�
��

�（
生
活
文
化
局
私
学
部
私
学
振
興
課
）

四

一
54

２

三九六
東
京
都
写
真
美
術
館
条
例
に
よ
る
特
別

閲
覧
料
の
徴
収
委
託
�
�
�
�
�
（
生�

活
文
化
局
文
化
振
興
部
文
化
事
業
課
）

四

一
54

２

三九七
東
京
都
計
量
検
定
所
の
手
数
料
の
徴
収

委
託
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
（
生�

活
文
化
局
計
量
検
定
所
管
理
指
導
課
）

四

一
54

３

三九八
東
京
ウ
ィ
メ
ン
ズ
プ
ラ
ザ
の
使
用
料
の

徴
収
委
託
�
�
�
�
（
生
活
文
化
局
都�

民
生
活
部
東
京
ウ
ィ
メ
ン
ズ
プ
ラ
ザ
）

四

一
54

３

三九九
東
京
都
障
害
者
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
条

例
に
よ
る
使
用
料
の
徴
収
委
託
�
�
��

�
�
�
�
�
�
�
�
（
ス
ポ
ー
ツ
推
進�

本
部
ス
ポ
ー
ツ
施
設
部
経
営
企
画
課
）

四

一
54

３

四〇〇
公
共
事
業
の
施
行
に
伴
う
移
転
資
金
貸

付
条
例
に
よ
る
移
転
資
金
貸
付
金
償
還

金
の
収
納
委
託
�
�
�
�
�
�
�
�
��

�（
都
市
整
備
局
市
街
地
整
備
部
管
理
課
）

四

一
54

３

四〇一
建
築
士
事
務
所
の
業
務
報
告
書
閲
覧
手

数
料
の
徴
収
委
託
�
�
�
�
�
（
都
市�

整
備
局
市
街
地
建
築
部
建
築
企
画
課
）

四

一
54

３

一一六
東
京
都
看
護
師
等
修
学
資
金
貸
与
条
例

施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
��

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
（
保�

健
医
療
局
医
療
政
策
部
医
療
人
材
課
）

四
二三

１

一一七
東
京
都
景
観
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則
�
�
�
�
（
都
市
整
備�

局
都
市
づ
く
り
政
策
部
緑
地
景
観
課
）

四
二四

１

告
　
　
　
示

公
布
番
号

件
　
　
　
　
　
　
　
名

月

日
増
刊
㌻

三七九
包
括
外
部
監
査
契
約
の
締
結
�
�
（
総�

務
局
総
務
部
グ
ル
ー
プ
経
営
戦
略
課
）

四

一

１

三八〇
私
立
学
校
振
興
助
成
法
第
十
四
条
第
二

項
の
規
定
に
基
づ
き
定
め
る
監
査
事
項�

�（
生
活
文
化
局
私
学
部
私
学
行
政
課
）

四

一

２

三八一
私
立
学
校
振
興
助
成
法
施
行
規
則
第
二

条
第
四
号
の
規
定
に
基
づ
き
所
轄
庁
が

定
め
る
書
類
�
�
�
�
�
�
�
�（
同
）

四

一

２

三八二�

三八五～
都
市
計
画
事
業
の
認
可
（
四
件
）
����

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
（
都
市
整
備�

局
都
市
づ
く
り
政
策
部
緑
地
景
観
課
）

四

一

２

三八六
高
圧
ガ
ス
保
安
法
及
び
液
化
石
油
ガ
ス

の
保
安
の
確
保
及
び
取
引
の
適
正
化
に

関
す
る
法
律
に
基
づ
く
免
状
交
付
事
務

委
託
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��

�（
環
境
局
環
境
改
善
部
環
境
保
安
課
）

四

一

３

三八七
都
道
の
供
用
開
始
�
�
�
�
�
�
�
��

�
�
�（
建
設
局
道
路
管
理
部
路
政
課
）

四

一

３

三八八
道
路
法
に
よ
る
道
路
の
占
用
を
制
限
す

る
区
域
の
指
定
�
�
�
�
�
�
�
�
��

�（
建
設
局
道
路
管
理
部
監
察
指
導
課
）

四

一

５

三八九
行
政
区
域
の
境
界
に
係
る
道
路
の
管
理

に
関
す
る
協
議
成
立
�
�
�
�
�
�
��

�
�
�（
建
設
局
道
路
管
理
部
路
政
課
）

四

一

５

令
和
七
年
四
月
分

　
　
　
　
定
刊
第
一
八
二
七
五
号
か
ら
同
第
一
八
二
九
五
号
ま
で

　
　
　
　
増
刊
第
　
　
　
五
三
号
か
ら
同
第
　
　
　
六
一
号
ま
で

規
　
　
　
則

公
布
番
号

件
　
　
　
　
　
　
　
名

月

日
増
刊
㌻

一一二
医
療
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
（
保�

健
医
療
局
医
療
政
策
部
医
療
安
全
課
）

四

一

１

一一三
東
京
都
貸
金
業
法
施
行
細
則
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則
�
�
�
�
�
�
�
�
��

�（
産
業
労
働
局
金
融
部
貸
金
業
対
策
課
）

四

八

１

一一四
家
畜
伝
染
病
予
防
法
の
規
定
に
基
づ
く

知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
委
任
に

関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
（
産�

業
労
働
局
農
林
水
産
部
食
料
安
全
課
）

四

八

２

一一五
家
畜
伝
染
病
の
ま
ん
延
防
止
に
関
す
る

規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
�（
同
）

四

八

２

東 京 都 公 報令和7年5月20日（火曜日） （4月分目録）（第18307号の付録）1



四二八
東
京
都
立
心
身
障
害
者
口
腔く
う

保
健
セ
ン

タ
ー
条
例
に
よ
る
使
用
料
及
び
手
数
料

の
徴
収
委
託
�
�
�
�
�
�
�
�（
同
）

四

一
55

５

四二九
東
京
都
多
摩
府
中
保
健
所
に
お
け
る
使

用
料
及
び
手
数
料
の
収
納
委
託
�
（
保�

健
医
療
局
多
摩
府
中
保
健
所
管
理
課
）

四

一
55

６

四三〇
東
京
都
沿
岸
漁
業
改
善
資
金
貸
付
規
則

に
よ
る
貸
付
金
償
還
金
の
徴
収
委
託
��

�（
産
業
労
働
局
農
林
水
産
部
調
整
課
）

四

一
56

１

四三一
東
京
都
農
業
関
係
試
験
等
手
数
料
条
例

に
よ
る
手
数
料
等
の
徴
収
委
託
�（
同
）

四

一
56

１

四三二
東
京
都
し
ご
と
セ
ン
タ
ー
条
例
に
よ
る

使
用
料
の
徴
収
委
託
�
�
�
�
�
（
産�

業
労
働
局
雇
用
就
業
部
就
業
推
進
課
）

四

一
56

１

四三三
東
京
都
労
政
会
館
設
置
及
び
管
理
に
関

す
る
条
例
に
よ
る
使
用
料
の
徴
収
委
託�

�
�
�
�
�
�
�
�
（
産
業
労
働
局
労�

働
相
談
情
報
セ
ン
タ
ー
事
業
普
及
課
）

四

一
56

２

四三四
公
共
事
業
の
施
行
に
伴
う
移
転
資
金
貸

付
条
例
に
よ
る
移
転
資
金
貸
付
金
償
還

金
の
収
納
委
託
�
�
�
�
�
�
�
�
��

�
�
�
�
�（
建
設
局
用
地
部
管
理
課
）

四

一
56

２

四三五�

四三六
都
立
公
園
の
有
料
公
園
及
び
有
料
施
設

の
使
用
料
の
徴
収
委
託
（
二
件
）
����

�
�
�（
建
設
局
公
園
緑
地
部
公
園
課
）

四

一
56

２

四三七�

四四三～
都
立
公
園
の
有
料
施
設
の
使
用
料
の
徴

収
委
託
（
七
件
）
���
�
�
�
�（
同
）

四

一
56

３

四四四�

四四五
都
立
公
園
の
有
料
施
設
の
使
用
料
の
徴

収
及
び
支
出
委
託
（
二
件
）
���（
同
）

四

一
56

４

四四六�

四五八～
都
立
公
園
及
び
公
園
施
設
に
係
る
写
真

撮
影
の
た
め
の
臨
時
的
な
占
用
及
び
そ

の
他
の
占
用
に
係
る
占
用
料
の
徴
収
委

託
（
十
三
件
）
���
�
�
�
�
�（
同
）

四

一
56

５

四五九
東
京
都
霊
園
条
例
等
に
よ
る
使
用
料
及

び
手
数
料
の
徴
収
委
託
並
び
に
管
理
料

の
収
納
委
託
�
�
�
�
�
�
�
�（
同
）

四

一
56

８

四一五
東
京
都
障
害
者
支
援
施
設
等
の
使
用
料

の
徴
収
委
託
�
�
�
（
福
祉
局
障
害
者�

施
策
推
進
部
施
設
サ
ー
ビ
ス
支
援
課
）

四

一
55

２

四一六
東
京
都
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
の
使

用
料
の
徴
収
委
託
�
�
�
�
�
�（
同
）

四

一
55

２

四一七
東
京
都
東
村
山
福
祉
園
の
使
用
料
及
び

手
数
料
の
徴
収
委
託
�
�
�
�
�（
同
）

四

一
55

３

四一八
東
京
都
八
王
子
福
祉
園
の
使
用
料
及
び

手
数
料
の
徴
収
委
託
�
�
�
�
�（
同
）

四

一
55

３

四一九
東
京
都
千
葉
福
祉
園
の
使
用
料
及
び
手

数
料
の
徴
収
委
託
�
�
�
�
�
�（
同
）

四

一
55

３

四二〇
東
京
都
立
北
療
育
医
療
セ
ン
タ
ー
の
使

用
料
及
び
手
数
料
の
徴
収
委
託
�（
同
）

四

一
55

３

四二一
東
京
都
立
北
療
育
医
療
セ
ン
タ
ー
城
南

分
園
の
使
用
料
及
び
手
数
料
の
徴
収
委

託
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�（
同
）

四

一
55

４

四二二
東
京
都
立
府
中
療
育
セ
ン
タ
ー
の
使
用

料
及
び
手
数
料
の
徴
収
委
託
�
�（
同
）

四

一
55

４

四二三
東
京
都
立
東
大
和
療
育
セ
ン
タ
ー
の
使

用
料
及
び
手
数
料
の
徴
収
委
託
�（
同
）

四

一
55

４

四二四
東
京
都
立
東
部
療
育
セ
ン
タ
ー
の
使
用

料
及
び
手
数
料
の
徴
収
委
託
�
�（
同
）

四

一
55

５

四二五
東
京
都
立
中
部
総
合
精
神
保
健
福
祉
セ

ン
タ
ー
の
使
用
料
及
び
手
数
料
の
徴
収

委
託
�
�
�
�
�
�
�
�
（
福
祉
局
障�

害
者
施
策
推
進
部
精
神
保
健
医
療
課
）

四

一
55

５

四二六
東
京
都
立
多
摩
総
合
精
神
保
健
福
祉
セ

ン
タ
ー
の
使
用
料
及
び
手
数
料
の
徴
収

委
託
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�（
同
）

四

一
55

５

四二七
東
京
都
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
病
院
条

例
に
よ
る
使
用
料
及
び
手
数
料
の
徴
収

委
託
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
（
保�

健
医
療
局
医
療
政
策
部
医
療
政
策
課
）

四

一
55

５

四〇二
建
設
業
許
可
申
請
手
数
料
等
の
収
納
委

託
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
（
都�

市
整
備
局
市
街
地
建
築
部
建
設
業
課
）

四

一
54

４

四〇三
宅
地
建
物
取
引
士
証
交
付
申
請
手
数
料

の
徴
収
委
託
�
�
�
�
�
�
�
（
住
宅�

政
策
本
部
民
間
住
宅
部
不
動
産
業
課
）

四

一
54

４

四〇四
東
京
都
営
住
宅
条
例
等
に
よ
る
使
用
料

等
の
収
納
委
託
�
�
�
�
（
住
宅
政
策�

本
部
都
営
住
宅
経
営
部
指
導
管
理
課
）

四

一
54

４

四〇五
東
京
都
営
住
宅
条
例
等
に
よ
る
手
数
料

の
徴
収
委
託
�
�
�
�
�
�
�
�（
同
）

四

一
54

５

四〇六
東
京
都
自
動
車
排
出
ガ
ス
試
験
等
手
数

料
条
例
に
よ
る
手
数
料
の
徴
収
委
託
��

�
�
�（
環
境
局
総
務
部
環
境
政
策
課
）

四

一
54

５

四〇七
電
気
工
事
士
法
関
係
手
数
料
条
例
に
よ

る
手
数
料
の
徴
収
委
託
�
�
�
�
�
��

�（
環
境
局
環
境
改
善
部
環
境
保
安
課
）

四

一
54

５

四〇八
都
立
自
然
公
園
の
有
料
施
設
等
の
使
用

料
の
徴
収
委
託
�
�
�
�
�
�
�
�
��

�
�（
環
境
局
自
然
環
境
部
緑
環
境
課
）

四

一
54

５

四〇九
東
京
都
廃
棄
物
条
例
に
よ
る
手
数
料
の

徴
収
委
託
�
�
�
�
�
�
（
環
境
局
資�

源
循
環
推
進
部
一
般
廃
棄
物
対
策
課
）

四

一
54

６

四一〇
保
育
士
登
録
手
数
料
等
の
収
納
委
託
��

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
（
福
祉
局�

子
供
・
子
育
て
支
援
部
保
育
支
援
課
）

四

一
55

１

四一一
介
護
支
援
専
門
員
登
録
申
請
手
数
料
等

の
徴
収
委
託
�
�
�
�
�
�
�
（
福
祉�

局
高
齢
者
施
策
推
進
部
介
護
保
険
課
）

四

一
55

１

四一二
介
護
支
援
専
門
員
再
研
修
受
講
料
の
徴

収
委
託
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�（
同
）

四

一
55

２

四一三
主
任
介
護
支
援
専
門
員
研
修
受
講
料
の

徴
収
委
託
�
�
�
�
�
�
�
�
�（
同
）

四

一
55

２

四一四
主
任
介
護
支
援
専
門
員
更
新
研
修
受
講

料
の
徴
収
委
託
�
�
�
�
�
�
�（
同
）

四

一
55

２

東 京 都 公 報（4月分目録）（第18307号の付録） 令和7年5月20日（火曜日） 2



五〇九�

五一〇
建
築
基
準
法
に
よ
る
一
団
地
の
区
域

（
二
件
）
���
�
�
�
�
（
都
市
整
備�

局
市
街
地
建
築
部
建
築
指
導
課
・
多
摩

建
築
指
導
事
務
所
建
築
指
導
第
二
課
）

四

八

３

五一一
宅
地
建
物
取
引
業
法
に
よ
る
行
政
処
分�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
（
住
宅�

政
策
本
部
民
間
住
宅
部
不
動
産
業
課
）

四

八

３

五一二�

五一三
土
壌
汚
染
対
策
法
の
規
定
に
基
づ
く
汚

染
さ
れ
て
い
る
区
域
の
指
定
（
二
件
）�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
（
環�

境
局
環
境
改
善
部
化
学
物
質
対
策
課
）

四

八

３

五一四�

五一五
土
壌
汚
染
対
策
法
の
規
定
に
基
づ
く
汚

染
さ
れ
て
い
る
区
域
の
指
定
の
一
部
解

除
（
二
件
）
���
�
�
�
�
�
�（
同
）

四

八

６

五一六�

五一七
土
壌
汚
染
対
策
法
の
規
定
に
基
づ
く
汚

染
さ
れ
て
い
る
区
域
の
指
定
解
除
（
二

件
）
���
�
�
�
�
�
�
�
�
�（
同
）

四

八

８

五一八
貸
金
業
法
に
よ
る
行
政
処
分
�
�
�
��

�（
産
業
労
働
局
金
融
部
貸
金
業
対
策
課
）

四

八

10

五一九�

五二二～
都
道
の
区
域
変
更
（
四
件
）
���
�
��

�
�
�（
建
設
局
道
路
管
理
部
路
政
課
）

四

八

10

五二三
建
築
基
準
法
に
よ
る
道
路
の
指
定
�
��

�
�
�
�
�
�
�
（
都
市
整
備
局
多
摩�

建
築
指
導
事
務
所
開
発
指
導
第
一
課
）

四

九

１

五二四
宅
地
建
物
取
引
業
法
に
よ
る
行
政
処
分�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
（
住
宅�

政
策
本
部
民
間
住
宅
部
不
動
産
業
課
）

四

九

２

五二五�

五二六
土
壌
汚
染
対
策
法
の
規
定
に
基
づ
く
汚

染
さ
れ
て
い
る
区
域
の
指
定
（
二
件
）�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
（
環�

境
局
環
境
改
善
部
化
学
物
質
対
策
課
）

四

九

２

五二七
土
壌
汚
染
対
策
法
の
規
定
に
基
づ
く
汚

染
さ
れ
て
い
る
区
域
の
指
定
の
一
部
解

除
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�（
同
）

四

九

４

四八一�

五〇三～
令
和
七
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
係
る

固
定
資
産
課
税
台
帳
の
登
録
（
二
十
三

件
）
��（
主
税
局
千
代
田
都
税
事
務
所�

固
定
資
産
税
課
・
中
央
都
税
事
務
所
固

定
資
産
税
課
・
港
都
税
事
務
所
固
定
資

産
税
課
・
新
宿
都
税
事
務
所
固
定
資
産

税
課
・
文
京
都
税
事
務
所
固
定
資
産
税

課
・
台
東
都
税
事
務
所
固
定
資
産
税
課

・
墨
田
都
税
事
務
所
固
定
資
産
税
課
・

江
東
都
税
事
務
所
固
定
資
産
税
課
・
品

川
都
税
事
務
所
固
定
資
産
税
課
・
目
黒

都
税
事
務
所
固
定
資
産
税
課
・
大
田
都

税
事
務
所
固
定
資
産
税
課
・
世
田
谷
都

税
事
務
所
固
定
資
産
税
課
・
渋
谷
都
税

事
務
所
固
定
資
産
税
課
・
中
野
都
税
事

務
所
固
定
資
産
税
課
・
杉
並
都
税
事
務

所
固
定
資
産
税
課
・
豊
島
都
税
事
務
所

固
定
資
産
税
課
・
北
都
税
事
務
所
固
定

資
産
税
課
・
荒
川
都
税
事
務
所
固
定
資

産
税
課
・
板
橋
都
税
事
務
所
固
定
資
産

税
課
・
練
馬
都
税
事
務
所
固
定
資
産
税

課
・
足
立
都
税
事
務
所
固
定
資
産
税
課

・
葛
飾
都
税
事
務
所
固
定
資
産
税
課
・

江
戸
川
都
税
事
務
所
固
定
資
産
税
課
）

四

一
59

１

五〇四
東
京
都
副
知
事
の
担
任
事
項
�
�
�
��

�
�
�（
政
策
企
画
局
総
務
部
管
理
課
）

四

一
60

１

五〇五
東
京
都
環
境
影
響
評
価
条
例
に
よ
る
調

査
計
画
書
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��

�
�
�（
環
境
局
総
務
部
環
境
政
策
課
）

四

二

１

五〇六
建
築
基
準
法
に
よ
る
道
路
位
置
の
指
定

の
取
消
し
�
�
�
（
都
市
整
備
局
多
摩�

建
築
指
導
事
務
所
開
発
指
導
第
一
課
）

四

三

１

五〇七
市
街
地
再
開
発
組
合
の
定
款
及
び
事
業

計
画
の
変
更
認
可
�
�
�
�
�
�
（
都�

市
整
備
局
市
街
地
整
備
部
再
開
発
課
）

四

八

２

五〇八
市
街
地
再
開
発
事
業
の
規
準
及
び
事
業

計
画
の
変
更
認
可
�
�
�
�
�
�（
同
）

四

八

２

四六〇
東
京
都
葬
儀
所
条
例
等
に
よ
る
使
用
料

及
び
手
数
料
の
徴
収
委
託
�
�
�（
同
）

四

一
56

８

四六一�

四六二
東
京
都
港
湾
管
理
条
例
に
よ
る
使
用
料

の
徴
収
委
託
（
二
件
）
���
�
�
�
��

�
�
�（
港
湾
局
港
湾
経
営
部
経
営
課
）

四

一
56

９

四六三
コ
ン
テ
ナ
船
舶
に
係
る
入
港
料
の
徴
収

委
託
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�（
同
）

四

一
56

９

四六四�

四六九～
東
京
都
立
海
上
公
園
の
占
用
料
の
徴
収

委
託
（
六
件
）
���
�
�
�
�
�
�
��

�（
港
湾
局
臨
海
開
発
部
海
上
公
園
課
）

四

一
56

９

四七〇
東
京
都
八
丈
島
空
港
の
着
陸
料
及
び
停

留
料
の
徴
収
委
託
�
�
�
�
�
�
�
��

�
�
�（
港
湾
局
離
島
港
湾
部
管
理
課
）

四

一
56

11

四七一
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
講
習
及
び
機

械
警
備
業
務
管
理
者
講
習
の
手
数
料
の

徴
収
委
託
�
�（
東
京
都
公
安
委
員
会
）

四

一
57

１

四七二�

四七六～
道
路
交
通
法
第
百
十
二
条
第
一
項
に
規

定
す
る
手
数
料
の
徴
収
委
託
（
五
件
）�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�（
同
）

四

一
57

１

四七七
風
俗
営
業
等
の
規
則
及
び
業
務
の
適
正

化
等
に
関
す
る
法
律
第
二
十
四
条
第
六

項
の
規
定
に
基
づ
く
営
業
所
の
管
理
者

に
対
す
る
講
習
の
手
数
料
の
徴
収
委
託�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�（
同
）

四

一
57

３

四七八
放
置
違
反
金
の
収
納
委
託
�
�
�（
同
）

四

一
57

３

四七九
危
険
物
取
扱
者
免
状
の
交
付
等
及
び
消

防
設
備
士
免
状
の
交
付
等
に
係
る
手
数

料
の
徴
収
委
託
�
�
�（
東
京
消
防
庁
）

四

一
57

４

四八〇
指
定
納
付
受
託
者
の
指
定
�
�
�
�
��

�
�
�（
建
設
局
公
園
緑
地
部
公
園
課
）

四

一
58

１
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五六三
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の

辞
退
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�（
同
）

四
二三

31

五六四
建
築
基
準
法
に
よ
る
一
団
地
の
区
域
��

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
（
都
市�

整
備
局
市
街
地
建
築
部
建
築
指
導
課
）

四
二四

１

五六五
都
道
の
供
用
開
始
�
�
�
�
�
�
�
��

�
�
�（
建
設
局
道
路
管
理
部
路
政
課
）

四
二四

１

五六六
道
路
法
に
よ
る
道
路
の
占
用
を
制
限
す

る
区
域
の
指
定
�
�
�
�
�
�
�
�
��

�（
建
設
局
道
路
管
理
部
監
察
指
導
課
）

四
二四

５

五六七
パ
ー
キ
ン
グ
・
チ
ケ
ッ
ト
の
発
給
に
伴

う
手
数
料
の
徴
収
委
託
�
�（
警
視
庁
）

四
二四

５

五六八
放
置
違
反
金
の
収
納
委
託
�
�
�（
同
）

四
二四

５

五六九
昭
和
六
十
年
東
京
都
告
示
第
二
百
四
十

五
号
（
東
京
都
事
務
手
数
料
条
例
第
二

条
第
十
一
号
及
び
第
十
二
号
の
規
定
に

よ
る
公
簿
及
び
公
文
図
書
の
指
定
）
の

一
部
改
正
�（
財
務
局
主
計
部
財
政
課
）

四
二五

１

五七〇
令
和
七
年
度
ふ
ぐ
取
扱
責
任
者
試
験
の

実
施
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
（
保�

健
医
療
局
健
康
安
全
部
健
康
安
全
課
）

四
二五

１

五七一
令
和
七
年
度
管
理
美
容
師
資
格
認
定
講

習
会
の
指
定
�
�
�
�
�
�
�
�（
同
）

四
二五

２

五七二
保
安
林
の
指
定
�
�
�
�
�
�
�
�
��

�（
産
業
労
働
局
農
林
水
産
部
森
林
課
）

四
二五

２

五七三�

五七四
土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
の
解
除
（
二

件
）
��（
建
設
局
河
川
部
指
導
調
整
課
）

四
二五

２

五七五
土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
解
除
�
�（
同
）

四
二五

４

五七六�

五七八～
土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
の
指
定
（
三

件
）
���
�
�
�
�
�
�
�
�
�（
同
）

四
二五

４

五七九
土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
指
定
�
�（
同
）

四
二五

６

五八〇
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
師
の
研
修
及
び
業
務
従

事
者
に
対
す
る
講
習
の
指
定
�
�
（
保�

健
医
療
局
健
康
安
全
部
健
康
安
全
課
）

四
二八

１

五四七�

五四八
電
線
共
同
溝
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別

措
置
法
に
よ
る
道
路
の
指
定
（
二
件
）�

�（
建
設
局
道
路
管
理
部
監
察
指
導
課
）

四
一五

１

五四九
東
京
都
環
境
影
響
評
価
条
例
に
よ
る
見

解
書
�（
環
境
局
総
務
部
環
境
政
策
課
）

四
一六

１

五五〇�

五五一
土
壌
汚
染
対
策
法
の
規
定
に
基
づ
く
汚

染
さ
れ
て
い
る
区
域
の
指
定
（
二
件
）�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
（
環�

境
局
多
摩
環
境
事
務
所
環
境
改
善
課
）

四
一六

６

五五二
森
林
病
害
虫
等
防
除
法
に
よ
る
薬
剤
防

除
（
地
上
散
布
）
を
行
う
区
域
及
び
期

間
�（
環
境
局
自
然
環
境
部
緑
環
境
課
）

四
一七

１

五五三
建
築
基
準
法
に
よ
る
一
団
地
の
区
域
��

�
�
�
�
�
�
�
（
都
市
整
備
局
多
摩�

建
築
指
導
事
務
所
建
築
指
導
第
二
課
）

四
一八

１

五五四
土
壌
汚
染
対
策
法
の
規
定
に
基
づ
く
汚

染
さ
れ
て
い
る
区
域
の
指
定
の
一
部
解

除
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
（
環�

境
局
多
摩
環
境
事
務
所
環
境
改
善
課
）

四
一八

１

五五五�
五五七～
建
築
基
準
法
に
よ
る
一
団
地
の
区
域

（
三
件
）
���
�
�
�
�
�
�
（
都
市�

整
備
局
市
街
地
建
築
部
建
築
指
導
課
）

四
二一

１

五五八
建
築
基
準
法
に
よ
る
一
定
の
一
団
の
土

地
の
区
域
�
�
�
�
�
�
�
�
�（
同
）

四
二一

１

五五九
建
築
基
準
法
に
よ
る
道
路
の
指
定
の
変

更
�
�
�
�
�
�
（
都
市
整
備
局
多
摩�

建
築
指
導
事
務
所
建
築
指
導
第
一
課
）

四
二二

１

五六〇
東
京
都
環
境
影
響
評
価
条
例
に
よ
る
環

境
影
響
評
価
書
案
等
�
�
�
�
�
�
��

�
�
�（
環
境
局
総
務
部
環
境
政
策
課
）

四
二二

１

五六一
生
活
保
護
法
に
よ
る
医
療
機
関
等
の
指

定
�
�（
福
祉
局
生
活
福
祉
部
保
護
課
）

四
二三

６

五六二
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
等

の
変
更
、
廃
止
、
休
止
及
び
再
開
�
��

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�（
同
）

四
二三

19

五二八�

五三〇～
土
壌
汚
染
対
策
法
の
規
定
に
基
づ
く
汚

染
さ
れ
て
い
る
区
域
の
指
定
解
除
（
三

件
）
���
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��

（
環
境
局
環
境
改
善
部
化
学
物
質
対
策�

課
・
多
摩
環
境
事
務
所
環
境
改
善
課
）

四

九

５

五三一
建
築
基
準
法
に
よ
る
道
路
位
置
の
指
定

の
取
消
し
�
�
�
（
都
市
整
備
局
多
摩�

建
築
指
導
事
務
所
開
発
指
導
第
一
課
）

四
一〇

１

五三二
建
築
基
準
法
に
よ
る
道
路
の
指
定
�
��

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�（
同
）

四
一〇

１

五三三�

五三四
土
壌
汚
染
対
策
法
の
規
定
に
基
づ
く
汚

染
さ
れ
て
い
る
区
域
の
指
定
（
二
件
）�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
（
環�

境
局
環
境
改
善
部
化
学
物
質
対
策
課
）

四
一〇

１

五三五�

五三六
土
壌
汚
染
対
策
法
の
規
定
に
基
づ
く
汚

染
さ
れ
て
い
る
区
域
の
指
定
解
除
（
二

件
）
���
�
�
�
�
�
�
�
�
�
（
環�

境
局
多
摩
環
境
事
務
所
環
境
改
善
課
）

四
一〇

３

五三七
電
線
共
同
溝
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別

措
置
法
に
よ
る
道
路
の
指
定
�
�
�
��

�（
建
設
局
道
路
管
理
部
監
察
指
導
課
）

四
一〇

５

五三八�

五四一～
土
壌
汚
染
対
策
法
の
規
定
に
基
づ
く
汚

染
さ
れ
て
い
る
区
域
の
指
定
（
四
件
）�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��

（
環
境
局
環
境
改
善
部
化
学
物
質
対
策�

課
・
多
摩
環
境
事
務
所
環
境
改
善
課
）

四
一一

１

五四二�

五四三
土
壌
汚
染
対
策
法
の
規
定
に
基
づ
く
汚

染
さ
れ
て
い
る
区
域
の
指
定
解
除
（
二

件
）
���
�
�
�
�
�
�
�
�
�
（
環�

境
局
多
摩
環
境
事
務
所
環
境
改
善
課
）

四
一一

５

五四四
土
壌
汚
染
対
策
法
の
規
定
に
基
づ
く
汚

染
さ
れ
て
い
る
区
域
の
指
定
�
�
（
環�

境
局
環
境
改
善
部
化
学
物
質
対
策
課
）

四
一四

１

五四五
令
和
七
年
度
東
京
都
予
算
の
公
表
�
��

�
�
�
�
�（
財
務
局
主
計
部
議
案
課
）

四
一四
61

１

五四六
令
和
七
年
度
東
京
都
補
正
予
算
の
公
表�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�（
同
）

四
一四
61

71
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公
布
番
号

件
　
　
　
　
　
　
　
名

月

日
増
刊
㌻

二
包
括
外
部
監
査
人
の
監
査
の
事
務
を
補

助
す
る
者
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

四
一七

１

告
　
　
　
示
（
公
）

公
布
番
号

件
　
　
　
　
　
　
　
名

月

日
増
刊
㌻

一二九�

一三〇
警
備
員
等
の
検
定
の
実
施
（
二
件
）
��

四

四

１

一四二�

一四四～
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
講
習
の
実
施

（
三
件
）
���
�
�
�
�
�
�
�
�
�

四
一一

７

一四五
機
械
警
備
業
務
管
理
者
講
習
の
実
施
�

四
一一

11

一四六
技
能
検
定
員
審
査
の
実
施
�
�
�
�
�

四
一一

11

一四七
教
習
指
導
員
審
査
の
実
施
�
�
�
�
�

四
一一

12

一五七
技
能
検
定
員
審
査
の
実
施
�
�
�
�
�

四
二五

７

一五八
教
習
指
導
員
審
査
の
実
施
�
�
�
�
�

四
二五

８

一五九
駐
車
監
視
員
資
格
者
講
習
の
実
施
�
�

四
二五

９

告
　
　
　
示
（
交
）

公
布
番
号

件
　
　
　
　
　
　
　
名

月

日
増
刊
㌻

一
東
京
都
交
通
事
業
の
料
金
徴
収
事
務
の

委
託
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

四

一

５

告
　
　
　
示
（
水
）

公
布
番
号

件
　
　
　
　
　
　
　
名

月

日
増
刊
㌻

四
徴
収
事
務
の
委
託
�
�
�
�
�
�
�
�

四

一
57

４

五
定
期
検
針
業
務
の
委
託
�
�
�
�
�
�

四

一
57

５

六
収
納
事
務
の
委
託
�
�
�
�
�
�
�
�

四

一
57

５

一四�一五
技
能
教
育
の
連
携
措
置
に
係
る
科
目
の

指
定
解
除
（
二
件
）
���
�
�
�
�
�

四

二

２

一八�一九
技
能
教
育
の
連
携
措
置
に
係
る
科
目
の

指
定
解
除
（
二
件
）
���
�
�
�
�
�

四
二四

６

二〇
技
能
教
育
の
連
携
措
置
に
係
る
科
目
の

指
定
の
変
更
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

四
二四

６

告
　
　
　
示
（
選
）

公
布
番
号

件
　
　
　
　
　
　
　
名

月

日
増
刊
㌻

二二
国
立
市
長
選
挙
に
お
け
る
選
挙
の
効
力

に
関
す
る
審
査
申
立
て
に
つ
い
て
の
裁

決
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

四

八

17

二三�二五～
政
治
団
体
の
届
出
（
三
件
）
���
�
�

四

八

19

二六�二八～
政
治
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出

（
三
件
）
���
�
�
�
�
�
�
�
�
�

四

八

24

二九�三一～
政
治
団
体
の
解
散
の
届
出
（
三
件
）
��

四

八

31

三二�三四～
資
金
管
理
団
体
の
指
定
の
届
出
（
三

件
）
���
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

四

八

33

三五�三七～
資
金
管
理
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の

届
出
（
三
件
）
���
�
�
�
�
�
�
�

四

八

35

三八
資
金
管
理
団
体
の
取
消
し
の
届
出
�
�

四

八

39

三九�四〇
資
金
管
理
団
体
で
な
く
な
っ
た
旨
の
届

出
（
二
件
）
���
�
�
�
�
�
�
�
�

四

八

40

四一
東
京
都
議
会
議
員
選
挙
に
お
け
る
選
挙

人
名
簿
の
登
録
基
準
日
及
び
登
録
日
�

四
二三

32

四二
不
在
者
投
票
管
理
者
を
置
く
施
設
の
指

定
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

四
二八

２

告
　
　
　
示
（
監
）

五八一
市
街
地
再
開
発
組
合
の
設
立
認
可
�
��

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
（
都�

市
整
備
局
市
街
地
整
備
部
再
開
発
課
）

四
三〇

１

五八二
建
築
基
準
法
に
よ
る
道
路
位
置
の
指
定

の
変
更
�
�
�
�
（
都
市
整
備
局
多
摩�

建
築
指
導
事
務
所
開
発
指
導
第
一
課
）

四
三〇

１

五八三
都
営
住
宅
の
廃
止
�
�
�
（
住
宅
政
策�

本
部
都
営
住
宅
経
営
部
経
営
企
画
課
）

四
三〇

１

五八四
都
営
住
宅
の
使
用
料
の
変
更
�
�（
同
）

四
三〇

２

五八五
都
営
住
宅
の
名
称
、
位
置
、
使
用
料
等�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�（
同
）

四
三〇

５

五八六
都
営
改
良
住
宅
及
び
都
営
再
開
発
住
宅

の
使
用
料
の
変
更
�
�
�
�
�
�（
同
）

四
三〇

５

五八七
都
営
住
宅
の
駐
車
場
の
区
画
数
変
更
��

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�（
同
）

四
三〇

６

五八八
都
営
住
宅
の
駐
車
場
の
名
称
、
位
置
及

び
区
画
数
�
�
�
�
�
�
�
�
�（
同
）

四
三〇

６

五八九
令
和
七
年
度
非
常
勤
職
員
の
第
一
種
報

酬
の
額
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��

�
�
�（
保
健
医
療
局
総
務
部
職
員
課
）

四
三〇

６

五九〇
電
線
共
同
溝
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別

措
置
法
に
よ
る
道
路
の
指
定
�
�
�
��

�（
建
設
局
道
路
管
理
部
監
察
指
導
課
）

四
三〇

７

五九一
都
立
公
園
の
位
置
、
区
域
及
び
面
積
の

変
更
�（
建
設
局
公
園
緑
地
部
公
園
課
）

四
三〇

９

五九二
港
湾
施
設
の
供
用
廃
止
�
�
�
�
�
��

�
�
�（
港
湾
局
港
湾
経
営
部
経
営
課
）

四
三〇

10

五九三
港
湾
施
設
の
変
更
�
�
�
�
�
�（
同
）

四
三〇

10

告
　
　
　
示
（
教
）

公
布
番
号

件
　
　
　
　
　
　
　
名

月

日
増
刊
㌻

一三
東
京
都
立
多
摩
図
書
館
施
設
及
び
附
帯

設
備
使
用
料
徴
収
事
務
委
託
�
�
�
�

四

一
57

４
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発　行
東

京

都

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

電
話
　
〇
三（
五
三
二
一
）一
一
一
一（
代
）
郵便番号
163-8001
印刷所

勝

美

印

刷

株

式

会

社

東
京
都
文
京
区
白
山
一
丁
目
十
三
番
七
号

電
話
　
〇
三（
三
八
一
二
）五
二
〇
一（
代
）
郵便番号
113-0001

○
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
付
東
京
都
水
道
局

管
理
規
程
第
六
号
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

四
三〇

11

○
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
付
東
京
都
下
水
道

局
管
理
規
程
第
五
号
�
�
�
�
�
�
�
�
�

四
三〇

11

○
東
京
都
環
境
影
響
評
価
条
例
に
基
づ
く
都
民

の
意
見
を
聴
く
会
の
開
催
�
�
�
�
�
�
��

�
�
�
�
�（
環
境
局
総
務
部
環
境
政
策
課
）

四
二二

６

○
東
京
都
議
会
議
員
選
挙
の
立
候
補
予
定
者
に

対
す
る
説
明
会
の
開
催
�
�
�
�
�
�
�
��

�
�
�
�
�
�（
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
）

四
二三

32

○
東
京
都
議
会
議
員
選
挙
の
候
補
者
届
出
書
等

の
事
前
審
査
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�（
同
）

四
二三

34

○
東
京
都
議
会
議
員
選
挙
に
お
け
る
候
補
者
等

が
選
挙
長
又
は
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
に

す
る
届
出
、
申
請
等
の
受
付
場
所
�
�（
同
）

四
二三

36

○
東
京
都
議
会
議
員
選
挙
に
お
け
る
政
党
そ
の

他
の
政
治
団
体
が
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会

に
す
る
届
出
、
申
請
等
の
受
付
場
所
�（
同
）

四
二三

38

○
土
地
収
用
法
に
よ
る
収
用
の
裁
決
手
続
開
始�

�
�
�
�
�
�
�
�（
東
京
都
収
用
委
員
会
）

四
二三

38

雑
　
　
　
報

件
　
　
　
　
　
　
　
名

月

日
増
刊
㌻

○
全
国
自
治
宝
く
じ
の
発
売
（
二
件
）
���
��

�
�
�
�（
全
国
自
治
宝
く
じ
事
務
協
議
会
）

四

七

１

○
当
せ
ん
金
付
証
票
の
発
売
委
託
�
�
�（
同
）

四
一一

14

○
令
和
七
年
度
事
業
計
画
及
び
予
算
の
要
旨
��

�
�
�
�
�
�
�（
東
京
都
職
員
共
済
組
合
）

四
一五

４

○
東
京
都
職
員
共
済
組
合
の
役
員
の
退
職
及
び

就
職
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�（
同
）

四
二一

２

正
　
　
　
誤

件
　
　
　
　
　
　
　
名

月

日
増
刊
㌻

○
令
和
七
年
二
月
七
日
付
東
京
都
告
示
第
八
十

九
号
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

四

二

２

○
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
付
交
通
局
規
程
第

十
号
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

四
三〇

11

告
　
　
　
示
（
下
水
）

公
布
番
号

件
　
　
　
　
　
　
　
名

月

日
増
刊
㌻

四
下
水
道
技
術
実
習
セ
ン
タ
ー
に
係
る
貸

付
料
の
徴
収
委
託
�
�
�
�
�
�
�
�

四

一
57

５

公
　
　
　
告

件
　
　
　
　
　
　
　
名

月

日
増
刊
㌻

○
令
和
七
年
度
調
理
師
試
験
の
実
施
�
�
�
��

�（
保
健
医
療
局
健
康
安
全
部
健
康
安
全
課
）

四

一

５

○
支
出
事
務
の
委
託
�
�
�
�
�
�（
水
道
局
）

四

一
57

５

○
都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
�
�
��

�
�
�
�
�（
建
設
局
公
園
緑
地
部
計
画
課
）

四

三

１

○
東
京
都
環
境
影
響
評
価
条
例
に
基
づ
く
工
事

完
了
の
届
出
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��

�
�
�
�
�（
環
境
局
総
務
部
環
境
政
策
課
）

四

八

41

○
東
京
都
環
境
影
響
評
価
条
例
に
基
づ
く
工
事

完
了
の
届
出
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�（
同
）

四

九

８

○
都
市
計
画
事
業
の
施
行
�
�
�
�
�
�
�
��

�
�
�
�
�（
建
設
局
公
園
緑
地
部
計
画
課
）

四
一一

14

○
土
地
収
用
法
に
よ
る
収
用
の
裁
決
手
続
開
始�

�
�
�
�
�
�
�
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